
事業主各位 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナ
ウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、現在令和 4 年 9 月まで
延長されています。 
令和４年７月～９月の助成内容、日額上限は、6 月までの内容と変わりありません
が、令和４年 10 月以降の取扱いについては、８月末までに改めて発表されます。 
 
 

令和４年 7 月～9 月の小学校休業等対応助成金の日額上限額、小学校休業等対応 支
援金の支給額は、6 月までの内容と変わりありません。 
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社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 労務スケジュール 

娘と絵を描いている時、
「はだ色貸して」とつい言
ってしまうのですが、現在
どの画材にも『はだ色』は存
在しません。 

肌の色への固定観念を与
える可能 性が あるこ とか
ら、2000 年を境に『うすだ
いだい色』へと呼称変更さ
れたのです。 

ち な み に ア メ リ カ で は
『Peach』と呼ばれているそ
うですよ。 

(出川） 

▮令和４年７月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 

【厚生労働省より】 
 

（※） 緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であっ
た地域に事業所のある事業主       

・労働保険年度更新準備 
（申告：6/1～7/11） 
・特別徴収住民税額の更
新 
・外国人労働者問題啓発
月間 
・派遣報告の提出(６月末
まで) 
・高齢者、障害者雇用状況
報告書の提出（7/15 まで） 

雇用調整助成金等     （括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合）（※１）      

（※１）原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和３年１月８日以降
の解雇等の有無で適用する助成率を判断。 
（※2）８月以降の上限額は、８月１日に基本手当の日額上限が変更された場合は、
当該変更後の額。      

休業支援金等     

▮令和４年７月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容
等について 


